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雑

銭

四
民
平
等
令
と
百
姓
一
挟

四
民
平
等
令
ミ
百
姓
一
撲

-
1特
に
播
州
一
挨
に
就
い
て

1
l

J黒

』正

巌

明
治
維
新
後
、
一
枇
曾
は
不
安
動
揺
に
陥
り
、
頑
迷
無
智
、
奮

憤
h
L
四
は
れ
て
日
的
h
百
姓
は
、
恐
怖
と
不
平
と
仁
志
い
て
所
在

に
百
姓
一
授
栓
起
し
、
余
が
今
日
迄
じ
索
め
出
し
七
る
事
例
の

み
を
以
て
す
る
も
、
寅
に
百
九
十
件
の
多
き
に
及
ん
で
居
る
。

而
し
て
之
が
原
因
を
考
察
す
る
に
、
徳
川
時
代
の
百
姓
一
撲
と

同
じ
く
、
決
し
て
翠
一
な
る
も
の
で
は
な
く
、
種
々
の
原
因
が

複
合
し
て
居
。
、
議
ね
て
不
卒
不
満
に
考
へ
て
居
大
事
を
一
々

列
曲
帯
し
て
、
そ
の
改
E
を
主
張
し
て
居
る
。
岬
慌
て
原
因
に
よ
っ

.
て
一
撲
を
類
別
す
る
事
は
困
難
で
あ
る
が
、
併
し
一
授
愛
生
の

最
後
の
契
機
叉
は
最
も
主
要
な
る
動
因
を
見
出
す
事
は
不
可
龍

で
は
な
い
。
余
が
従
来
原
因
を
類
別
せ
ん
と
し
た
の
は
か
、
る

立
揚
か
ら
見
に
の
で
あ
り
、
同
時
じ
、
凡
べ
て
の
一
撲
の
諸
原

因
を
類
別
す
る
事
は
、
お
時
の
百
姓
が
如
何
な
る
文
化
費
遠
の

第
三
十
巻

第
五
務

八
五

一四
O

欣
態
に
あ
り
、
如
何
な
る
人
生
観
ぞ
有
し
、
叉
如
何
な
る
生
活

献
態
に
あ
っ
仁
か
を
現
解
す
る
事
が
出
来
、
そ
れ
は
擁
て
百
姓

一
按
の
本
質
を
覗
は
し
む
る
一
手
段
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
他

の
機
曾
に
於
て
己
に
述
べ
た
る
が
如
く
、
明
治
初
年
の
百
姓
一

授
は
、
枇
舎
の
急
激
な
ゐ
曲
変
革
に
よ
る
人
心
の
不
安
動
館
、
新

政
府
の
統
制
力
の
薄
弱
、
人
民
の
懐
古
的
精
一
脚
の
擾
頭
、
離
旅

武
士
の
不
卒
、
農
民
の
頑
迷
無
智
等
の
索
闘
に
加
ふ
る
じ
、
一
枇

曾
的
動
図
、
経
済
的
動
図
、
財
政
酌
動
図
、
行
政
的
動
悶
及
宗

教
的
動
因
に
よ
っ
て
勃
渡
し
に
の
で
あ
る
d

就
中
、
一
肱
曾
的
動

図
及
び
財
政
的
動
凶
に
属
せ
し
む
べ
き
も
の
は
殆
ど
凡
べ
て
の

百
姓
一
授
に
於
て
之
h
q
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
枇
曾
的
動
因

は
最
も
庚
き
範
国
じ
亘
る
も
の
で
あ
る
が
、
然
か
も
そ
の
大
部

分
は
、
今
日
の
人
々
よ
り
見
れ
ば
、
誠
に
愚
じ
も
つ
か
ぬ
事
柄

そ
誤
解
し
に
も
の
計
り
で
あ
っ
て
、
営
時
の
農
民
が
如
何
に
晴

愚
で
あ
っ
た
か
を
最
も
よ
く
物
語
っ
て
居
る
。
而
し
て
明
治
初

年
に
於
て
は
農
民
は
街
ほ
一
般
的
に
、
封
建
的
階
級
思
想
に
囚

は
れ
、
矯
め
に
四
民
平
等
令
を
誤
解
し
、
之
に
よ
っ
て
平
民
が

そ
の
身
分
を
引
き
下
け
ら
れ
る
か
の
如
く
考
へ
、
差
別
待
遇
の

拙稿明治初年四宗教的百姓ー撰(克林昭和五郎一月披)



存
績
を
主
張
せ
ん
と
す
ゐ
の
傾
向
が
著
し
か
っ
た
。
明
治
四
年

の
播
州
一
授
の
如
き
は
そ
の
最
も
典
型
的
な
も
の
》
一
つ
で
あ

p

り司フ。凡
そ
枇
曾
の
大
捷
革
ぞ
行
ヴ
た
揚
ム
ロ
に
は
到
底
細
密
に
亘
る

制
度
ぞ
卸
座
に
貰
施
し
-
フ
る
も
の
で
は
な
く
、
極
め
て
抽
象
的

じ
一
般
原
則
叉
は
最
高
理
想
令
一
不
す
に
す
ぎ
な
い
の
は
、
従
来

の
革
命
史
を
繕
い
て
見
れ
ば
明
か
で
あ
る
。
例
へ
ば
大
化
の
改

新
の
詔
勅
ぞ
見
て
も
さ
~
フ
で
あ
っ
て
、
徐
冷
に
種
品
川
の
法
制
が

設
け
ら
れ
、
新
枇
曾
が
完
成
ゼ
ら
れ
に
の
で
あ
る
。
明
治
維
新

の
際
じ
も
、
五
節
僚
の
御
誓
文
な
る
も
の
は
、
婚
に
大
化
改
新

め
詔
勅
じ
該
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
革
命
の
一
般
原
則
や

理
解
は
決
し
て
短
時
日
に
賞
現
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
頗
る

長
年
月
を
要
す
る
。
大
化
の
改
新
の
完
成
せ
ら
れ
る
に
も
賞
に

六
十
年
の
時
日
争
経
大
。
明
治
維
新
の
完
全
、
そ
の
原
則
の
具

穏
化
に
は
二
十
年
か
冶
つ
化
。
五
ナ
僚
の
御
誓
文
の
如
く
全
く

抽
象
的
な
る
宣
言
は
、
嘗
時
の
人
民
の
設
建
程
度
身
以
て
し
て

は
容
易
に
寅
行
し
得
な
い
所
に
し

τ、
震
政
者
は
貨
に
些
細
の

事
柄
に
至
る
迄
法
制
を
定
め
て
之
や
強
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

雑

銀

四
民
平
等
令
と
百
姓
一
挨

か
っ
た
。
市
し
て
明
治
維
新
後
に
於

τは
、
人
民
の
生
活
様
式

叉
は
生
訴
意
識
は
少
し
も
根
本
的
仁
改
革
せ
ら
れ
ホ
、
封
建
枇

曾
と
殆
ど
異
る
所
は
な
か
っ
に
。
か
く
て
は
新
枇
舎
の
建
設
は

到
底
不
可
能
で
あ
つ
に
。
維
新
の
新
理
想
eq
寅
現
す
る
に
は
こ

の
根
本
思
想
の
嬰
革
を
必
要
と
す
る
が
、
併
し
之
は
必
中
や
大

な
る
犠
牲
や
件
ふ
の
で
あ
る
。
大
久
保
利
遁
と
西
郷
隆
雄
の
割

立
は
.
印
ち
根
本
的
改
革
論
者
と
藩
閥
論
者
と
の
抗
争
と
も
い

へ
る
。
前
者
の
勝
利
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
明
治
維
新

の
完
成
は
一
円
股
明
暗
紙
一
さ
れ

k
tも
い
へ
あ
。

か
く
め
如
く
首
時

念
準
的
改
革
の
必
要
に
事
ら
れ
て
新
制
の
樹
立
、
陥
習
打
破
の

行
は
れ
に
る
内
、
四
民
卒
等
令
の
都
民
布
は
最
も
注
目
す
べ
き
も

の
h

一
つ
で
あ
る
。
賞
時
差
別
待
遇
争
受
け
て
居
た
も
の
は
、

奮
来
よ
り
膝
迫
せ
ら
れ
た
る
開
係
上
、
そ
の
口
敏
も
比
較
的
少

く
、
枇
曾
問
題
と
し

τ必
し
も
大
な
る
意
味
を
有
し
亡
の
で
は

な
い
が
、
少
く
と
も
か
、
る
差
別
観
叉
は
封
建
的
階
級
精
紳
の

存
続
す
る
事
は
、
維
新
の
理
想
定
成
の
矯
め
に
一
の
阻
害
を
な

す
も
の
で
あ
る
か
ら
.
所
謂
一
視
同
仁
の
主
張
の
徹
底
の
鶴
め
、

四
民
平
等
令
や
譲
布
し
た
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
四
民
卒
等
令

第
三
十
巻

八
五
三

第
五
拡

四

瀧川政治郎氏論文(我観昭和五年四月~!~)2) 



雑

録

四
民
平
等
令
と
百
姓
一
撲

ぞ
稜
布
し
身
分
的
発
別
を
撤
廃
し
た
ニ
と
は
、
地
方
に
よ
っ
て

そ
の
影
響
叉
は
利
害
関
係
が
異
る
。
何
と
な
れ
ば
差
別
待
遇
を

受
け
て
居
六
人
口
の
多
少
、
そ
の
莱
落
欣
館
山
、
生
活
欣
態
、
従

て
叉
そ
の
枇
曾
的
力
の
閑
係
が
犬
々
具
る
か
ら
で
あ
る
。
余
の

調
査
の
結
則
前
に
よ
れ
ば
、
四
民
平
等
A
T
に
反
抗
し
て
百
姓
が
不

卒
令
唱
へ
、
途
い
は
百
姓
一
授
の
一
動
固
と
迄
な
つ
に
の
は
、

多
〈
は
問
日
本
に
し
て
、
東
日
本
に
は
碕

r之
を
見
な
い
よ
う

で
あ
る
。
四
民
平
等
令
に
闘
聯
せ
る
百
姓
一
授
は
街
ほ
詳
細
に

調
査
す
れ
ば
多
々
あ
ら
う
が
、
そ
の
主
な
る
も
の
は
明
治
四
年

九
月
の
播
州
飾
瞬
膝
下
の
一
授
、
同
年
十
月
の
但
馬
生
野
膜
下

の
一
授
、
同
年
十
二
月
土
佐
の
一
授
、
明
治
六
年
五
月
の
美
作

北
保
膝
下
の
一
授
、
同
年
七
月
の
庚
島
勝
下
の
一
授
、
同
年
同

月
丹
波
何
鹿
郡
の
一
按
等
で
あ
る
。
克
も
之
等
の
一
授
と
て
も
、

そ
の
主
張
を
見
ゐ
に
必
し
も
四
民
卒
等
令
反
謝
の
み
で
は
な

く
、
多
く
は
財
政
上
経
済
上
の
負
携
に
闘
す
る
事
項
が
原
因
の

一
部
を
な
し
て
居
る
事
は
明
か
で
あ
る
。
従
て
之
等
ぞ
以
て
純

粋
の
四
民
平
等
令
反
射
の
原
因
に
基
く
一
授
と
見
る
事
は
不
穏

賞
で
あ
る
が
、
飾
磨
膝
の
一
授
は
四
民
卒
等
令
の
護
布
が
一
挟

第
一
一
一
十
巻

八
五
四

第
五
務

四

の
最
後
の
動
因
で
あ
り
、
そ
の
他
の
主
張
は
一
授
が
附
随
的
巳

加
へ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
こ
の
一
挟
こ
そ
は
四
民
卒
等

令
反
謝
の
一
授
と
見
て
き
し
っ
か
へ
は
な
い
。
故
じ
こ
の
播
州

一
授
ぞ
典
型
的
の
も
の
と
し
て
蓮
べ
よ
う
と
恩
ふ
の
で
あ
ゐ

が
、
先
づ
維
新
以
前
じ
於
て
悟
騰
が
一
撲
園
と
し
て
如
何
な
る

事
情
に
あ
っ
た
か
を
概
論
し
て
わ
か
う
。

目_.
H・・・H

徳
川
時
代
に
於
て
は
、
播
州
は
明
石
、
制
路
、
龍
野
、
小

野
、
林
田
、
山
崎
、
赤
穂
、
三
日
月
、
安
志
、
二
一
州
、
稿
本
の

十
一
藩
に
分
れ
、
叉
旗
本
の
領
地
に
属
す
る
所
も
あ
っ
て
、
そ

の
所
領
関
係
は
極
め
て
複
雑
で
あ
つ
に
。
百
姓
一
挟
稜
生
の
素

因
の
了
守
備
へ
て
居
七
わ
け
で
あ
る
が
、
何
分
播
州
は
大
圏
に

し
て
古
く
よ
り
よ
く
開
け
た
富
裕
な
闘
で
あ
っ
大
》
め
、
比
較

的
じ
一
授
は
少
か
つ
に
。
余
の
調
査
に
よ
れ
ば
前
後
十
聞
の
一

授
が
あ
つ
に
。
東
部
の
小
藩
叉
は
飛
地
領
に
頻
獲
し
大
も
の
、

如
く
、
殊
に
鳥
居
領
に
於
て
は
屡
h
M

百
姓
一
授
が
あ
っ
た
と
謂

は
れ
て
居
る
が
-
々
の
事
賓
は
明
か
で
な
い
。
左
に
余
の
知
り

美嚢郡誌一八六頁3) 



得
(1J tこ

る
も
の

み
を
列
察
し
ょ
フ

享
保
十
九
年
十
月
、
美
嚢
郡
明
石
領
淡
河
組

数
年
来
凶
作
打
ち
っ
ぽ
き
特
に
享
保
十
九
年
の
不
作
は
甚
し

く
、
農
民
は
困
難
の
極
に
達
し
租
税
の
減
免
、
救
済
方
ぞ
嘆
願

し
た
が
、
-
容
易
に
容
れ
ら
れ
示
、
勝
に
暴
動
が
費
生
せ
ん
と
す
る

1主事欣
訴の態
L 不と
fこa、利な
o -なつ

る 1こ
所 J
.I;J. '-

3長
t害
出法員

zE 
FE2忌

き円
tは

て控
藩 1主
主起
r:す

寛
保
二
年
六
月
松
平
義
知
(
明
矩
)
白
河
よ
り
入
府
し
た
が
諸

寛
延
二
年
正
月

緋
路
部
内

奉
行
に
そ
の
人
ぞ
得
歩
、
賄
賂
公
行
し
人
民
は
そ
の
悪
政
に
苦

し
ん
行
。
偶
々
寛
延
一
冗
年
十
一
月
義
知
の
卒
去
す
る
や
、
多
年

齢
臨
積
せ
る
人
民
の
憤
怒
は
爆
愛
し
、
途
に
同
二
年
疋
月
、
領
主

の
夏
替
に
乗
じ
て
大
一
授
が
勃
愛
し
た
。
邸
ち
古
知
正
村
甚
兵

街
、
野
谷
村
伊
左
衛
門
等
強
訴
を
企
て
.
領
内
八
郡
の
民
は
所

在
に
蜂
起
し
‘
大
庄
屋
十
七
軒
、
小
庄
屋
十
七
軒
以
下
五
十
九
軒

を
破
壊
し
、
二
月
二
日
に
は
持
に
桝
路
城
下
に
迫
ら
ん
と
し
た
。

船
場
本
徳
寺
の
借
侶
ぞ
念
汲
し
て
之
ぞ
設
さ
し
め
事
卒
戸
、
。
隣

雑

録

四
民
平
等
令
と
百
姓
一
挨

務
は
交
通
ぞ
遮
断
し
て
警
戒
に
力
め
に
。

。)

天
明
七
年
六
月

林
田
地
方

凶
作
飢
僅
に
際
し
首
局
が
遁
宜
の
庭
置
を
と
ら
な
か
っ
大
の

で
起
っ
た
。
之
は
軍
な
る
百
姓
一
撲
で
は
な
く
、
他
の
地
方
に

於
け
る
と
同
じ
く
多
分
に
打
設
の
性
質
告
有
す
b
M

(4) 

文
政
二
年
九
月

武
庫
郡
各
村

之
は
助
郷
村
の
百
姓
が
そ
の
負
捨
に
耐
え
歩
し
て
宿
方
に
反

針
し

τ騒
い
だ
も
の
で
あ
る
。
暴
動
と
は
な
ら
h

ゆ
か
つ
に
州
、

長
い
間
紛
争
が
綬
い
た
。

(5) 

文
政
八
年
十
二
月
備
前
池
田
侯
飛
地
領
原
因
は
不
明
、

岡
山
藩
よ
り
鎮
定
の
震
め
態
々
問
兵
し
た
同

多
賀
加
西
、
加
東
諸
郡

(6) 

一
六
保
四
年
九
月

こ
の
地
方
の
御
料
私
領
に
亘
る
一
授
に
し
て
相
設
に
大
規
模

の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
原
因
は
凶
作
重
課
で
あ
る
。

9

的
天
保
八
年
加
東
、
印
南
郡
地
方

原
因
は
不
詳
.
初
め
加
東
郡
に
強
訴
起
り
遂
に
各
地
に
倖

播
し
た
o

庄
屋
の
家
宅
ぞ
襲
撃
し
て
暴
動
し
た
。
美
嚢
郡
へ
も

時
前
に
及
ば
ん
と
し
た
が
事
な
き
を
得
h
。

第
三
十
巻

八
五
五

第
五
披

四

買九五

。
頁

頁

頁

頁

七

七

二

四

人
六
五
集
一

一
三
引
績
四

誌
頁
世
索
記
世

部
七
近
目
略
近

畿
五
史
書
田
町
史

美
・
足
農
・
史
履
農

脇
市
本
市
家
本

庫
蹄
日
戸
田
日

異
姫
大
紳
池
大

、，J
、B

ノ、，
J

、，ノ、，
J

、，J

4
5
6
7
8
9
 



雑

鎌

四
民
平
等
令
と
百
雄
一
換

(8) 

天
保
八
年

龍
野
藩
内

藩
設
局
は
財
政
窮
乏
救
済
の
矯
め
銀
札
を
護
行
し
、
強
制
的

じ
有
者
を
賀
ひ
上
け
て
銀
札
令
支
擁
ひ
、
間
も
な
く
銀
札
ぞ
潰
し

た
の
で
農
民
は
大
損
害
や
蒙
り
、
叫
山
川
訴
嘆
南
酬
の
運
動
や
起
し
に
。

併
し
暴
動
に
は
な
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
o
i

間

龍

野

藩

内

嘉
永
三
年
正
月

凶
年
に
亡
不
作
な
ゐ

K
に
、
京
桝
を
療
し
て
大
桝
を
以
C
年

貢
ぞ
徴
牧
し
h
h

の
で
農
民
吃
の
重
課
に
耐
え
守
一
授
起
る
。
姫

路
藩
赤
穂
藩
も
出
兵
し
た
町

。
リ

噌

A貢
砲
の
重
謀
、
殊
に
無
護
金
を
強
制
的
に
課
し
た
事
が
原
因

で
あ
る
。
ニ
の
地
方
は
鳥
居
氏
の
飛
地
領
に
て
直
接
に
領
主
が

居
な
い
の
で
屡
々
一
授
が
趨
っ
た
と
い
ふ
。
ー

以
上
の
外
に
も
一
授
が
あ
っ
大
と
思
は
れ
る
が
、
遁
確
な

安
政
年
間

美
嚢
郡
鳥
居
氏
領
地

る
資
料
に
現
は
れ
た
る
も
の
は
右
十
件
で
あ
る
。
向
ほ
美
嚢
郡

誌
百
八
十
七
頁
に
「
明
治
二
年
」
に
井
上
領
十
七
ナ
村
に
強
訴
あ

り
し
旨
伝
記
す
も
‘
文
脈
よ
り
察
す
る
に
「
明
和
」
の
誤
り
で
は

な
い
か
と
忠
は
れ
る
。
暫
ら
く
こ
の
ま
、
と
し
、
後
の
考
謹
に
譲

第
三
十
巻

八
五
六

第
五
境

一
四
四

る
。
而
し
て
明
治
維
新
後
に
於
て
は
、
滋
に
述
べ
ん
と
す
る
明
治

四
年
の
一
撲
の
外
、
之
と
時
一
は
類
似
の
原
因
に
基
く
明
治
六
年

七
月
の
一
投
.
新
税
法
に
反
封
し
て
起
り
た
る
明
治
七
年
飾
腐

腕
下
明
石
郡
の
一
授
の
み
が
、
文
献
に
遺
っ
て
居
る
。
そ
の
地

理
的
分
布
守
見
る
に
東
部
に
比
較
的
多
〈
、
叉
時
代
的
に
見
れ

ば
徳
川
末
期
に
頻
裂
し
て
居
る
。

右
の
如
く
播
腐
は
地
域
庚
大
な
る
に
拘
は
ら
?
、
百
姓
一
授

の
費
生
回
数
は
比
較
的
少
く
、
そ
の
内
最
も
大
藩
た
り
し
制
路

藩
の
如
き
も
、
余
の
寡
聞
を
以
て
す
れ
ば
僅
か
に
一
回
大
事
件

が
起
っ
た
に
す
ぎ
ぬ
有
様
で
あ
る
。
維
新
後
、
前
路
務
は
頗
る

急
進
的
改
革
を
主
張
し
、
率
先
し
て
薄
籍
奉
還
の
主
張
ゃ
な
し
、

こ
の
黙
に
於
て
は
院
長
土
肥
よ
り
も
寧
ろ
先
綬
を
つ
け
大
と
さ

へ
い
は
れ
て
居
る
。
併
し
乍
ら
之
は
藩
省
局
の
方
針
で
あ
っ

一
般
人
民
が
新
政
を
よ
く
理
解
し
て
ゐ
に
と
速
断
す
る
事

て、は
出
来
な
い
、
醤
蝦
路
藩
の
農
民
が
如
何
に
頑
迷
無
智
で
あ
っ

た
か
は
、
明
治
四
年
の
一
授
後
、
人
民
に
布
達
し
た
る
管
内
告

靖rr郷南部誌前編一三買.美喜壁郡諒一八六頁
津世の有様三ノ一八
兵庫脇揖保郡誌、九O八頁.l'茸保郡是ー0六五頁
美華郡諒一八五頁以下

10) 
11) 
12) 

'3) 



議
書
の
内
容
に
よ
り
、
又
一
冗
獅
路
間
相
領
民
暴
動
願
末
記
に
よ
っ

て
明
か
で
あ
る
。
各
論
書
は
振
仮
名
っ
き
の
極
め
て
卒
易
に
、

委
曲
そ
っ
く
し
大
る
訓
示
で
あ
る
が
、
よ
く
そ
の
聞
の
事
情
を

記
し
て
居
る
。
そ
の
全
文
・
守
一
不
す
事
は
冗
長
に
亘
る
や
以
て
暴

動
期
米
記
略
を
左
に
抄
出
し
て
見
よ
、
ヲ
。

元
懸
下
郷
民
自
儀
は
積
年
何
等
の
強
願
も
無
之
農
業
駒
精
各
其
業
を

重
ん
じ
煩
る
頁
民
と
解
す
べ
き
程
の
儀
に
御
座
候
廃
血
一
有
国
ん
、
今
般

の
一
事
に
相
運
候
次
第
・
;
-
皐
寛
は
無
智
図
随
の
居
川
氏
御
政
燈
の
御

U

闘
越
を
治
〈
了
解
致
し
銑
候
よ
り
今
般
波
仰
山
山
候
X
V
八
千
民
悶
鐸

k

憤
り
古
牒
貫
米
桝
目
を
羨
h
p
候
等
白
機
に
乗
じ
何
者
と
も
知
ら
ず
謂

れ
も
無
聖
流
言
浮
説
を
申
出
し
、
右
涜
言
浮
説
と
申
は
今
度
×
×
の

解
藤
せ
ら
れ
た
る
は
正
し
く
記
す
る
も
恐
多
壱
儀
に
候
「
ど
も
政
府

に
異
邦
の
婦
人
あ
り
て
よ
り
平
民
は
必
ず
X

X
と
縁
組
ナ
ベ
曹
御
法

則
と
な
り
た

H
云
キ
、
或
は
戸
籍
調
の
大
意
は
辰
白
歳
出
生
の
も
白

を
し
て
外
固
に
貰
ら
る
ふ
と
一
冨
ひ
、
叉
膏
血
を
絞
ら
る
ふ
な

P
、
或

は
尾
州
と
人
民
入
替
に
相
成
候
由
、
新
る
迷
惑
な
る
儀
も
奮
知
事

様
さ
へ
是
ま
で
遁
り
放
免
居
候
は
ピ
無
る
べ
し
、
今
一
度
奮
知
事
榛

御
惣
容
様
と
屯
御
蹄
園
有
之
た
し
云
々
、
或
は
他
豚
下
に
は
外
周
人

に
巳
に
盗
ま
れ
た
り
一
苫
A
T

、
或
は
古
田
賠
責
米
の
御
規
則
不
謹
新
際
も

同
一
定
と
な
る
べ
し
、
故
を
以
で
営
年
白
租
税
来
年
を
待
ち
よ
納
せ

ん
な
ど
云
身
、
或
は
牧
牛
馬
の
調
は
宥
品
障
を
し
て
外
闘
に
輸
出
せ
ら

れ
異
邦
の
食
糧
に
充
し
め
ん
な

E
、
或
は
近
〈
検
地
有
占
7
候
由
抽
哩
も

雑

四
民
平
等
令
と
百
姓
一
撲

錐

愛
爾
三
年
中
に
は
小
前
白
も
の
摩
業
相
立
兼
可
申
候
無
端
白
洋
書
偽

ほ
数
多
あ
り
」

右
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
こ
の
地
方
の
百
姓
も
全
く
他
の
地
方

の
百
姓
と
同
じ
く
、
賞
情
そ
解
す
る
の
力
な
く
、
新
政
そ
誤
解

し
、
そ
の
蹄
趨
じ
諮
っ
て
ゐ
大
事
が
明
か
で
あ
ゐ
。
只
飾
煙
防
相

に
於
て

x
x
の
栴
廃
止
が
直
接
の
動
機
と
な
っ
た
の
は
、
四
民

卒
等
令
護
布
後
奮

x
x
に
属
す
る
人
々
が
、
念
日
い
そ
の
態
度
を

替
へ
平
氏
と
同
じ
権
利
の
あ
る
事
守
主
張
す
る
傾
向
が
、
偶
-R

二一二

ω事
析
に
於
て
具
偶
化
セ
ら
れ
此
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て

奮

x
x
の
人
々
が
四
民
卒
等
令
の
褒
布
と
共
に
従
来
の
如
含
賎

親
、
慶
治
よ
り
解
放
せ
ら
れ
、
そ
の
不
設
な
る
業
別
待
遇
に
反

劃
す
る
の
は
営
然
の
事
で
あ
る
が
、
同
時
に
欝
慣
に
囚
は
れ
封

建
思
想
を
有
す
る
人
々
が
之
在
不
快
に
忠
ひ
、
且
っ
か
く
迄
枇

舎
の
根
本
組
織
が
念
激
に
鍵
夏
せ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
将
来

彼
等
の
生
活
が
如
何
に
な
る
か
と
不
安
を
懐
い
て
動
揺
し
た
の

も
、
亦
無
理
か
ら
ぬ
事
で
あ
っ
た
。

国

第
三
十
血
管

第
五
時
碗

-
四
五

八
五
七



雑

銭

四
良
平
等
令
と
百
姓
一
撲

明
治
四
年
八
月
二
十
八
日
、

x
x
非
人
の
輯
廃
止
の
布
告
が

愛
せ
ら
れ
た
の
で
、
大
庄
屋
は
庄
屋
ぞ
召
集
し
布
告
の
趣
旨
を

偉
へ
、
以
て
人
民
の
目
誤
解
な
き
ぞ
期
せ
ん
と
し
た
。
邸
ち
そ
の

年
九
月
二
十
日
、
紳
東
郡
辻
川
村
の
元
大
庄
屋
郷
宿
へ
、
同
組

十
六
ヲ
村
の
庄
屋
を
集
め
、
間
村
の
上
村
民
一
同
に
遁
達
せ
し

め
た
。
然
る
に
頑
迷
な
る
村
民
は
X

×
同
様
の
身
分
と
な
る
事

ぞ
甚
だ
遺
憾
な
り
と
し
不
穏
の
形
勢
を
示
す
に
至
つ
に
。
加
之

高
百
石
に
牛
一
周
並
に
子
孫
や
外
国
じ
賀
旋
す
と
の
説
一
一
員
が
侍

へ
ら
れ
人
心
は
茜
し
く
動
揺
し
初
め
た
。
偶
々
、
九
月
神
西
郡

某
村
の
一
死
X

X
分
家
の
儀
に
つ
き
九
周
二
十
九
日
、
元

x
x
の

伍
組
雨
人
の
も
の
一
紳
西
郡
山
崎
村
里
正
邸
に
至
り
願
書
や
呈
出

し
た
が
、
書
式
に
不
備
の
黙
が
あ
っ
た
の
み
な
ら
歩
、
そ
の
願

書
eq
呈
出
せ
ん
と
す
る
際
、
元

x
x
一
嗣
人
の
伍
組
は
卒
然
と
し

て
山
崎
村
里
正
の
敷
肇
に
腰
を
掛
け
た
。
こ
冶
に
於
て
山
崎
村

皇
正
は
元

x
x
の
伍
組
に
劃
し
て
「
営
家
に
て
は
別
に
さ
し
っ

か
へ
は
な
い
が
、
他
村
で
は
目
下
人
気
不
穏
の
趣
だ
か
ら
、
卒

民
同
様
に
仰
国
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
念
に
卒
民
同
様
の
振

舞
や
し
て
は
、
中
に
は
心
得
遠
の
も
の
が
出
て
争
闘
ゃ
な
し
、

第
三
十
巻

八
五
人

第
五
務

四
ノ、

暴
行
な
ど
出
来
し
な
い
と
も
限
ら
ぬ
。
之
で
は
却
て
お
上
へ
す

ま
な
い
か
ら
少
し
遠
慮
し
て
は
如
何
と
い
っ
た
。
然
る
に
雨
人

の
伍
組
は
之
を
承
知
せ
す
、
そ
の
ま
、
引
き
下
っ
た
。
山
崎
司

里
五
は
、
塁
王
の
所
で
も
か
く
の
如
き
振
舞
が
あ
る
位
だ
か
ら
、

各
村
氏
の
宅
へ
行
つ
て
は
如
何
様
の
事
を
な
す
か
も
知
れ
歩

如
何
す
べ
き
か
と
心
配
し
た
。
そ
こ
で
翌
九
月
晦
日
、
紳
西
郡

諸
村
里
旺
並
に
各
村
代
役
、
大
庄
屋
書
役
一
統
熟
談
の
上
、

;く

V
A

村

c
f
A

×
v
乙
旦
正
に
心
得
還
な
き
ょ
う
申
し
識
す
の
外
な

し
と
し
、
里

E
並
に
伍
組
踊
を
山
崎
村
里
疋
宅
に
呼
ぴ
ょ
せ

大
。
そ
の
際
、
里
正
の
庭
に
涯
を
敷
き
、

x
x
村
の
雨
人
に
そ

の
と
に
座
す
る
よ
う
申
聞
か
し
大
ゐ
に
、
雨
人
背
せ
?
。

「是

迄
と
建
ひ
卒
民
同
様
の
御
布
告
之
れ
有
り
候
閥
、
夫
に
し
て
は

御
布
告
に
背
き
候
儀
に
付
、
是
に
て
宜
敷
と
申
、
庭
に
立
候
ま

、
に
て
承
度
」
と
い
っ
た
。
山
崎
村
星
五
は
「
囚
人
の
身
分
だ

か
ら
慈
の
上
に
座
す
べ
し
」
と
失
言
し
大
の
で
、
爾
人
は
大
に

憤
慨
し
、
彼
是
争
論
に
及
ん
だ
が
。
漸
く
事
な
き
を
得
た
が
、
要

領
争
得
す
し
て
雨
人
は
引
き
下
っ
た
。

x
x
が
か
く
の
如
く
念

に
卒
民
同
様
の
振
舞
を
な
す
を
言
ひ
傭
へ
聞
き
偉
へ
た
る
百
姓



は
内
々
竹
槍
を
鮮
へ
て
ゐ
た
と
い
ふ
。
村
役
人
等
は
事
を
未
然

に
防
が
ん
と
し
、
他
の
×
X
村
の
重
役
そ
も
集
め
て
懇
に
訴
し

亡
が
、
彼
等
は
き
も
入
れ
な
か
っ
た
。
同
時
に
他
の
百
姓
も
×

X
に
封
し
不
膏
同
盟
を
な
し
、
叉
各
村
里
正
に
迫
り

x
x
同
様

遺
憾
の
旨
頻
々
と
し
て
願
書
を
呈
出
し
た
。
更
に
十
月
六
日
辻

川
村
大
庄
屋
へ
組
内
旦
正
洩
ら
守
集
曾
し
、
人
気
鎮
静
の
矯
め

嘆
願
書
房
認
め
各
村
線
代
や
呼
ぴ
ょ
せ
承
知
の
蓮
印
ぞ
な
さ
ん

と
し
七
が
、
そ
の
文
中
、
「
自
然
と
卒
民
に
相
交
り
」
の
宇
何
が

あ
っ
た
の
で
、
叉
々
人
気
激
渡
し
に
。
是
れ
よ
り
先
き
十
月

日
甘
池
村
外
三
ナ
村
の
氏
一
柳
大
歳
枇
へ
右
々
伍
組
初
め
村
民
一

統
集
曾
し
、

x
x
反
射
の
同
盟
を
な
し
、
叉
幅
崎
新
村
に
於
て

も
肢
針
運
動
が
起
つ
氏
。
こ
の
例
に
倣
っ
て
元
組
の
内
十
六
村

は
傘
連
判
舎
な
し
、
山
崎
村
野
に
於
て
も
連
判
が
取
替
は
さ
れ

亡
。
元
山
崎
組
十
ナ
村
副
塁
正
も
己
む
な
く
傘
連
判
を
な
し
、

加
盟
者
塗
に
千
三
百
飴
人
に
遣
し
た
。
十
月
十
二
日
例
年
の
人

別
改
に
際
し
愈
々
人
気
激
裂
し
、
十
三
日
、
竹
槍
を
携
へ
に
る

農
民
辻
川
村
に
赴
か
ん
と
す
。
皇
疋
之
ぞ
抑
止
せ
ん
と
し
た
る

も
果
さ
歩
、
大
庄
屋
の
門
前
に
多
人
数
詰
め
か
け
、
薄
暮
遂
に

雑

録

四
民
平
等
令
と
百
姓
一
撲

彼
等
は
費
砲
放
火
し
初
め
、
辻
川
村
よ
り
紳
東
神
西
飾
西
飾
東

諾
郡
へ
押
し
ょ
せ
所
h

に
護
砲
放
火
し
て
全
く
動
飢
の
欣
態
に

陥
り
、
設
識
に
出
か
け
た
る
鯨
吏
二
名
ぞ
暴
殺
す
る
に
至
つ

-

u

。
ー

一
授
の
暴
行
は
主
と
し
て
村
役
人
の
家
宅
に
謝
し
て
行
ば

れ
た
。
遂
に
官
兵
の
念
汲
と
な
り
た
る
も
、
一
授
の
暴
威
茜
し

く
、
矯
め
に
官
兵
は
屡
々
愛
砲
し
、

一
俊
中
傷
く
も
の
が
少
〈

な
か
っ
土
。

一
授
の
一
段
は
術
路
城
下
に
も
迫
ら
ん
と
し
、
師
制

下
場
け
て
動
胤
の
巷
と
化
し
、
到
底
飾
腐
燃
の
官
共
の
み
じ
よ

っ
て
之
ぞ
鎮
座
す
る
事
が
困
難
と
な
り
、
隣
臓
に
援
兵
ぞ
依
頼

し
た
が
、
何
れ
も
手
薄
に
て
慮
援
が
少
か
つ
に
。
隣
燃
は
一
授

の
侮
揖
捕
を
恐
れ
自
ら
の
防
備
或
は
人
民
に
師
職
事
す
る
事
な
き
を

識
す
仁
カ
め
ざ
る
や
得
な
か
っ
大
。
首
時
各
隣
廊
が
如
何
に
恐

怖
し
た
か
は
、
中
央
政
府
に
針
す
る
報
告
書
同
に
よ
っ
て
察
す
る

事
が
出
来
る
。
併
し
乍
ら
一
授
に
は
充
分
の
統
制
な
く
、
官
兵
の

顔
盤
強
大
な
り
し
矯
め
、

一
授
は
次
第
に
混
飢
し
牧
拾
す
べ
か

ら
ざ
る
扶
態
と
な
っ
た
。
か
く
て
麻
実
は
人
民
に
訓
識
し
、
或

は
諸
懸
の
兵
力
に
よ
っ
て
鎮
座
す
る
事
が
出
来
た
が
、
家
屋
家

財
の
破
壊
叉
は
焼
失
せ
る
も
の
多
数
に
上
り
、
叉
頑
張
に
官
兵
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四
民
平
等
令
と
百
姓
一
撲

に
扱
抗
し
た
る
鋳
め
官
兵
の
銃
砲
に
傷
き
或
は
死
亡
せ
し
も
の

少
く
な
い
。
而
し
て
こ
の
一
橋
は
間
も
な
く
但
馬
生
野
懸
下
に

も
傭
矯
し
、
誌
で
も
大
動
銃
身
惹
趨
し
大
e

:ii. 

以
上
は
四
民
卒
等
令
仁
基
く
函
姓
一
授
の
著
例
と
し
て
明
治

四
年
の
播
州
一
撲
ぞ
概
説
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
之
は
全
く
百

姓
が
事
川
崎
や
理
解
し
な
か
っ
た
事
い
抜
一
い
て
後
生
し
に
の
で
あ

る
。
而
し
て
こ
の
地
方
の
人
h

が
四
民
平
等
令
を
重
大
規
し
一

撲
を
企
つ
る
に
至
っ
た
所
以
は
、
四
良
平
等
令
の
発
布
が
こ
の

地
方
の
人
々
に
射
し
特
に
重
大
の
影
響
を
有
し
た
か
ら
で
あ
ら

ョ
。
印
ち
奮

x
x
が
そ
の
数
に
於
て
多
い
の
ふ
な
ら
歩
、
経
済

上
に
も
大
な
る
勢
力
を
有
し
た
の
で
、
四
民
卒
等
令
の
寅
施
に

よ
っ
て
葎
来
枇
曾
の
上
位
に
在
り
と
し
て
得
意
で
あ
っ
た
階
級

居
の
人
々
が
新
令
に
よ
っ
て
摩
迫
せ
ら
る
〉
の
恐
れ
が
あ
っ
た

か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
他
の
地
方
に
於
て
四
民
平
等
令
を
原

因
の
一
と
し
て
費
生
し
た
る
一
授
は
、
奮
X

×
の
部
落
ぞ
襲
撃

し
て
可
な
り
惨
酷
な
仕
打
ち
ぞ
敢
え
て
し
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
明

治
六
年
の
作
州
北
僚
燃
一
挟
の
如
き
は
そ
の
芸
例
で
あ
る
。
』
之

第
三
十
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れ
に
引
き
か
へ
播
州
一
撲
は
四
民
平
等
令
に
反
劃
し
奮

x
x
を

時
現
憎
悪
せ
る
に
拘
は
ら
歩
、
奮
×

x
の
部
落
を
襲
ふ
事
な

く
、
却
て
村
役
人
の
家
宅
ぞ
破
壊
し
叉
は
放
火
し
に
の
は
、
如

何
な
る
理
由
か
説
明
に
背
し
む
所
で
あ
る
。

播
州
一
撲
は
そ
の
規
模
は
比
較
的
大
で
は
あ
つ
に
が
、
首
時

の
一
撲
に
比
し
必
し
も
特
異
の
も
の
と
い
ふ
事
は
出
来
な
い
。

そ
の
形
態
、
方
法

2
も
仁
あ
の
ふ
れ
代
も

ω仁
す
ぎ
向
。
只
司
}

の
一
撲
の
直
接
の
動
機
叉
は
主
な
る
原
因
が
「
四
民
卒
等
令
L

で

あ
っ
た
事
は
、
明
治
初
期
の
枇
曾
的
原
因
に
基
〈
百
姓
一
授
と

し
て
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
本
燃
の
奮
武
士
階
級
は
他

牒
に
も
ま
し
て
準
歩
的
思
想
を
有
し
て
は
居
た
け
れ
ど
も
、

すも般
、人

却民
ては
奮依
制然
のと
穿し
韻て
、封

身建
分的
自"J思
差想
J}IJ か
のら
確股
立却
をす
希る
望事
し泊王
、 m

主主 '* 

に
か
く
も
忌
ま
は
し
き
一
撲
を
起
し
た
の
で
あ
る
。
蛍
時
の
百

姓
が
枇
舎
や
本
質
的
に
革
新
せ
ん
と
す
る
の
精
神
ぞ
有
し
な
か

つ
大
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。

附
記
、
木
稿
は
内
閣
文
庫
所
蔵
白
大
政
類
典
井
に
奮
賂
史
料
た
る
飾

磨
膝
管
下
暴
動
始
末
記
草
稿
を
骨
子
と
し
て
草
し
た
も
の
で
あ
る
。

拙者百姓ー撲史談一一三頁以下]4) 


